


















第６章 費用便益分析と 
       製造物責任法 
 

フォード社の車であるピントをめぐる事件をもとに
して費用便益分析について考察する。 

この事件では，アメリカの製造物責任法による裁
判が行われた。 

それに関連して日本の製造物責任法について，
さらに製品の安全に関する消費生活用製品安全
法について学ぶ。 













フォード車が行ったとされる表のような計算は， 
「功利計算」とか「費用便益分析（cost-benefit 
analysis）と呼ばれる。このような計算について
どのように皆さんは考えますか？ 
 

このような計算は，ある行動や行為を数量化し
て他の行為と比較し，意志決定のための道具と
して用いられる。先ほどの表では，11ドルの修
繕費用をかけた場合と，かけなかった場合で比
較されていた。 
 



フォード社が，人の命よりも自社の利益を優先し
たことや，人の命をお金で計算したことに疑問を
感じるという意見が多く出てくる。 
 

「人の命をお金で計算することはしてはならない」
という意見に対して，多くの人が加入している「保
険」があるが，たとえば生命保険は人の命をお金
で測っていることにはならないだろうか？ 
 

どうして，「保険」は受容可能なのに，フォード社の
場合は受容できないと人々は考えるのだろうか？ 



技術者倫理において大切なのは「インフォーム
ド・コンセント」である。チャレンジャー号爆発事
故においては，宇宙飛行士はＯリングの問題に
ついて知らされていなかったことが問題とされ
た。また，「公衆の安全，健康，福利を最優先す
る」という倫理規定における「公衆」もまた，「イ
ンフォームド・コンセントを必要としている人々」
と考えることが可能であった。 



「保険」の場合は，保険会社の担当者から説明
を受けて同意して加入する。つまり，たとえ人の
命にお金が付けられているとしても，そこではイ
ンフォームド・コンセントができていることになる。
一方，ピント事件の場合は，ユーザは燃料タンク
について後ろから追突されると危ないという問題
を知らされていなかった。つまり，インフォームド・
コンセントができていなかったわけである。 



ピントの試験プログラムで働いていた技術者の１人
は，一般の運転者がピントの危険性について知ら
されていないことは許されないと判断して，会社を
辞め，公衆に知らせる決心をしたとされている。 

そもそも「人名をお金で測ること自体問題である」と
いう見解について，特に一般大衆にはそのような
直観がある。そのように考える一般大衆と，費用便
益分析を政策決定のために用いるマネジメントの
専門家との間には考え方の隔たりがある。 
これは異なる「２つの文化」と呼ばれることがある。 



一般大衆のもつ直観と，専門家の知識の間のギ
ャップが問題になってきている。そのギャップを
埋めるためには，双方のコミュニケーションやイ
ンフォームド・コンセントが必要となる。専門家と
非専門家のリスク認知の違いや，両者のコミュニ
ケーションについて検討していく必要がある。 





安全とコストのトレード・オフに対して，どの程度
で折り合いを付けるかは，エンジニアにとってい
つも悩ましい問題である。 
フォード社は1億2500万ドルの懲罰的損害賠償
を支払うことになったが，それ以外の損失であ
る（評判を落としたことによる）フォード社全体の
売上減少，株価下落，ブランド低下の方が10倍
から100倍大きくなってしまう。 

一般に，リコールしたほうが結局，お得であると
いわれている。 
（米国では，リコール費用と，事故ごとに裁判したとき
の損害賠償とを天秤にかけて，役所では粛々とリコー
ル命令が是が否かを判断している。） 





組織の責任者が失敗に気付いたときに，それ
を隠せたら支出しなくてもすんだ金額（失敗利
益額）を横軸に，失敗が発覚して世間がその失
敗に対して憤り，その組織が支出した金額（失
敗損失額）を縦軸に示したものである。 

原点を通る４５°の直線より上の部分が損失額
が利益額を上回った領域で，民間企業の製品
リコール事故は１０倍以上，損失額が多くなる。
不祥事だとさらに１００倍以上と損失額が拡大
する。 

４５°の直線より下の部分が，損失額が利益額
を下回った領域で，つまり隠した方が得，という
領域である。 



これには公共サービスの失敗が含まれており，
失敗の再発がこわくても利用者は鉄道や電力
を使わないと生活できないことを示している。 

国や公共事業体は失敗しても損はしない構造
をもっている。 
だからこそ，公共サービスのリーダは， 
「noblesse oblige（ノブレス・オブリージュ）」 
（フランス語で「高貴なる者の道義上の義務） 
のように，社会的・経済的に恵まれた地位にあ
る者は，その地位に見合った社会的責任を果
たすべきだと言われている。 





事故事例の情報には分野によって疎密の差が
大きく，収集しやすい事例だけを収集すると，前
の図のように特定分野に偏ってしまう。 

化学，原子力，航空機，宇宙，鉄道，船舶，食
品のように，日本では１年平均で死者が１００名
以下になっているのに，膨大な科学データが蓄
積している分野がある。その分野には専属の
学会・協会や学者がたくさんいるから，事故の
たびに，徹底的な調査が行われる。 



一方で，１年平均で死者が7000名も出る交通
事故や，犠牲者ではそれ以上の医療過誤（米
国では４万人の交通事故死に対して，医療過
誤死は１０万人といわれる），それぞれ2000名
程度の労働災害と火災，などのように，犠牲者
が多い割には一度に大量の死者が出ないから
，大きな事件として社会やマスコミがしつこく追
究しない分野がある。 

後者のように犠牲者総数が多いのに情報が少
ない分野では，特徴として原因を安易にヒュー
マンエラーして決着することが多い。 



また，事故を人為的に隠滅したために事実顕在
化や原因追及が疎かになっていた暗黒分野が，
建築土木，医療過誤，環境公害である。もっとも
1990年代後半から，建築土木分野ではゼネコン
不祥事が続いたので，事故を隠さず正直に公開
するようになっている。 

未だに失敗と確定することさえ皆で避けているの
が，企画，開発，政治，教育，経済などで工学に
関する分野である。あまりにも深く人間の恣意的
で主観的な判断に頼りすぎて，原因調査しように
も「私の目が黒いうちは公表しない」「ボスのため
に棺桶にまでもっていく」「死人に鞭打つな」とい
う類の秘密情報が多い。 



事故責任の法 
 

人が他人に損害を与えた場合，法的責任と倫理
的責任がある。 
事後の責任追及の法（刑法・民法）と， 
事前に事故を抑止する法（規制法令）とに 
大別される。 

実際の適用では，法的責任が問われる場合と，
法的責任があるとみられても問われない場合と
がある。 







事後の責任追及の法 
 
（１）業務上過失致死傷罪（刑法２１１条） 
加害者に対して，禁固・懲役または罰金という
刑罰を科す。「必要な注意を怠り」は「過失」を
意味する。法人にこの罪はない（法人を禁固・
懲役にはできないため）。 

中尾政之氏が「失敗知識データベース」に記載
された事故事例の原因を分析した結果，事故
の９４％が技術者個人の判断によって起きてお
り，ヒューマンエラーに起因する事故は約４割で
ある。 



（２）不法行為法（民法７０９条） 
不法行為は，故意または過失によって，他人の
権利・利益を侵害した場合にその賠償責任義
務を負うことで，契約責任のように特定の法律
関係にある者の間にのみ生じるのではなく，特
定の法律関係にない者との間においても，一定
の要件のもとに生じうる。 

不法行為の成立条件は，予見可能性があった
にもかかわらず，損害発生という結果を回避す
べき義務を怠ったことを意味する。この場合，被
害者（原告）が，加害者（被告）の故意・過失行
為のあったことを立証する責任を負う過失責任
主義を取っている。 



（３）製造物責任（ＰＬ）法 

不法行為法では，被害者が損害賠償を請求する
には，①受けた被害，②加害者の過失，③損害
はその過失によるものだったという因果関係，の
３点の立証を必要とする。一般には，被害者が
加害者の過失を立証することは容易ではない。
科学技術が高度化し，製造工程や製造物がブラ
ックボックス化した状況ではさらに困難である。 



米国で，1932年のバクスター事件に始まり，
1962年のグリーンマン事件で，製造物の「欠陥
」が立証されれば，「過失」の有無を問わないで
製造業者に損害賠償責任を課すという，厳格
責任の製造物責任（PL, product liability）法が
登場した。製造物の「欠陥」は，事故を起こした
製造物を検査などすればわかるから，「過失」よ
りも立証が容易である。日本でも，従来の過失
主義から，厳格主義のＰＬ法が1995（平成７）年
に施行された。 



ＰＬ法のポイント 
①厳格責任 
被害者は，製造物の欠陥によって損害が生じたことを
立証できれば，加害者の過失があってもなくても，損
害賠償を請求できる。 

②保証期間 
ＰＬ法の保証期限は１０年であるが，実際にはその保
証期限を過ぎても損害請求されることがある。その際
に適切な対応を怠れば，企業イメージを大きく損なうこ
とになる。しかし，長期にわたる製品保証は，長期に
わたる部品・原材料の確保などが必要となり，結局は
製品価格に跳ね返り，最終的には利用者（消費者）が
そのコストを負担することになる。技術者は保証期間
と価格との関係を消費者に説明し，合意を形成するこ
とが必要になる。 



③開発危険の免責 

新たに開発する物質・技術が持っている潜在リ
スクを，開発時点で，すべてを見通すことは困
難である。そこで，開発時点における最高の科
学技術水準にもとづいて，予知できなかったリ
スクは免責される。これは科学技術の発展のた
めに，科学技術者にとって不可欠な条項である
。科学技術に完璧がないということを前提に考
えれば，この条項がなければ，研究開発者なら
びに企業の新たな開発意欲を削ぐことになり，
結局は社会（消費者）が損をすることになる。 

















（４）使用者の責任（不法行為法の民法７１５条） 
 

従業員が与えた損害の賠償責任は会社が負う
（第１項）という趣旨である。会社のトラックの運
転手が交通事故を起こした場合を想像するとよ
い。代表取締役，社長なども会社と同じ責任を
負う（第２項）。支払者は事故を起こした従業員
に対し，弁償を求めることができる（第３項）。 



（５）国家賠償法 
 

民法７１５条の国・公共団体版である。公務員
が違法に他人に損害を加えたときは，国・公共
団体が賠償責任を負う。民法７１５条と違って，
「違法に」の条件がある。 



事前に事故を抑止し，違反を是正する法 
 

規制法令は，行政庁が，国民の安全，健康ある
いは福利を図ることを目的として行う規制行政
の根拠となる法である。刑事法や民事法が事
後の制裁の法であるのと異なり，事前に事故の
抑止を図り，あわせて違反に対する是正をする
。業種別に多くの種類があるが，規制法令に共
通するのは，①規制の目的，②所管の行政庁
，③その権限，を定める規定をもつことである。 





（６）食品衛生法 
 
食品についての規制法令である。 

第１条は，規制の目的を定める。第１３条は，所
管の行政庁を厚生労働大臣と定め，事故を事
前に抑止する措置についての権限を授ける。
厚生労働大臣は，この権限によって「食品・添
加物等の規格・基準」などを定める。 



訴訟と立証責任 
 
刑事，民事の裁判 

刑法の業務上過失致死傷罪を適用して，加害
者の責任を追及するには，刑事訴訟（刑事裁判
）を必要とする。検察官が，加害者を被告人とし
て，裁判所へ起訴状を提出して，起訴する（＝
公訴を提起する）。この場合，被害者の告訴が
なくても，捜査の結果から判断して起訴する。
名誉棄損罪などは，親告罪とされ，告訴がなけ
れば公訴を提起することができない。 





被害者が加害者に対して損害賠償を請求するに
は，民法の不法行為法，製造物責任（ＰＬ）法，
国家賠償法などが根拠となる。両者が話し合い
で決着するのが和解である。そうでなければ，被
害者が原告となり，加害者を被告として裁判所
へ訴状を提出して，訴訟を提起する。 



自由心証主義 

訴訟の勝敗は，いかにして相手側よりも有力な
証拠をより多く収集し，これを裁判官に，より説
得的にプレゼンテーションするかにかかってい
る。 

原告が自分の言い分を主張し，それを裏付け
る事実についての証拠を提出して証明する。被
告がそれに不服なら，自分の言い分を主張して
反論し，それを裏付ける事実についての証拠を
提出して証明する。この当事者の努力を，証明
（または立証，挙証）という。 



裁判官の心理からみると，資料の収集整理に
つれて，その事実が存在したとの判断に近づい
たり，存在しなかったとの判断に向かったりする
心理の動きを経て，次第にどちらかに傾き，つ
いにその判断に確信をもつ状態になる。このよ
うに動的にとらえた裁判官の事実についての判
断を心証という。心証の形成を，もっぱら裁判
官の自由な選択に任せる建前を，自由心証主
義という。現代の裁判は，民事も刑事も，自由
心証主義によって成立している。 






